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○大津市奨学資金給与条例施行規則 

昭和４０年１１月１日 

教育委員会規則第４号 

 改正 昭和４９年４月１日 昭和５３年７月１５日

 昭和６０年１１月１５日 平成９年４月１日教育委員会規則第２号

 平成１４年１２月２日教育委員会規則第１０

号

平成２８年９月１日教育委員会規則第２５

号

 平成３１年４月１日教育委員会規則第７号 令和２年４月１日教育委員会規則第１９号

 令和４年３月３１日教育委員会規則第３号 令和４年４月１日教育委員会規則第９号

 令和７年４月１日教育委員会規則第４号

注 平成９年４月１日教育委員会規則第２号から条文注記入る。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大津市奨学資金給与条例（昭和４０年条例第３９号。以下「条例」という。）

第１１条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平１４教委規則１０・一部改正） 

（出願手続） 

第２条 条例第８条第２項の規定により、中学校長から適当な者として選ばれた者は、奨学生願

書（様式第１号）に保護者（当該者の父若しくは母又は当該者を監護し、かつ、扶養する者を

いう。以下同じ。）と連署し、当該中学校長を経て教育長に提出しなければならない。 

２ 前項の奨学生願書には、当該出願しようとする者の属する世帯全員の所得額を証する書類を

添付しなければならない。 

（平９教委規則２・平１４教委規則１０・一部改正） 

（推薦） 

第３条 中学校長は、奨学生推薦調書（様式第２号）を作成し、奨学生願書とあわせて教育長に

提出するものとする。 

（平１４教委規則１０・一部改正） 

（奨学生の選考） 

第４条 条例第９条第１項の規定による奨学生の内定は、第７条に規定する大津市奨学生選考委

員会の選考を経て行うものとする。 

（平２８教委規則２５・追加） 
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（誓約書） 

第５条 条例第１０条の規定により、奨学生と決定された者は、速やかに誓約書（様式第３号）

を提出しなければならない。 

（平２８教委規則２５・旧第４条繰下） 

（異動の届出） 

第６条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに保護者と連署の上、教育長に

届け出なければならない。 

（１） 休学、復学、転学又は退学したとき。 

（２） 本人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。 

２ 奨学生が死亡したときは、保護者は、速やかに文書をもって教育長に届け出なければならな

い。 

（平１４教委規則１０・一部改正、平２８教委規則２５・旧第５条繰下） 

（大津市奨学生選考委員会） 

第７条 奨学生の候補となる者の選考を公正に行うため、大津市奨学生選考委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員６人をもって組織する。 

３ 委員は、教育部長及び教育部次長の職にある者をもって充て、並びに教育委員会が大津市立

中学校長の職にある者のうちから任命し、並びに総務部長及びこども未来部長の職にある者に

対し委嘱する。 

４ 委員会に委員長を置き、教育部長の職にある委員をもって充てる。 

５ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

６ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が

その職務を代理する。 

（平２８教委規則２５・追加、平３１教委規則７・令２教委規則１９・令４教委規則９・

一部改正） 

第８条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くこ
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とができる。 

（平２８教委規則２５・追加） 

第９条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。 

（平２８教委規則２５・追加） 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

（平１４教委規則１０・旧第８条繰上・一部改正、平２８教委規則２５・旧第７条繰下・

一部改正） 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４９年４月１日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５３年７月１５日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和６０年１１月１５日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年４月１日教育委員会規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年１２月２日教育委員会規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年９月１日教育委員会規則第２５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１日教育委員会規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日教育委員会規則第１９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日教育委員会規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 



4/8 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。 

附 則（令和４年４月１日教育委員会規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年４月１日教育委員会規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

（平１４教委規則１０・平２８教委規則２５・令４教委規則３・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

（平１４教委規則１０・全改） 

様式第３号（第５条関係） 

（平１４教委規則１０・平２８教委規則２５・令４教委規則３・一部改正） 

 


